
２
０
２
４
春
闘
で
、
日
立

労
組
は
賃
金
水
準
改
善
分
１

万
３
０
０
０
円
の
満
額
を
獲

得
し
た
と
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
身
に
は
問
題
が
あ
り
、

額
面
ど
お
り
受
け
止
め
ら
れ

な
い
背
景
が
あ
り
ま
す
。
会

社
は
「
賃
金
水
準
改
善
に
つ

い
て
は
、
よ
り
大
き
な
成
果

を
あ
げ
た
社
員
に
よ
り
多
く

の
報
酬
を
与
え
ら
れ
る
よ
う

な
形
で
支
給
す
る
」
と
し
て

評
価
Ｋ
３
（
平
均
）
を
中
心

に
格
差
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。春

闘
要
求
で
は
賃
金
水
準

改
善
は
職
群
等
級
や
評
価
に

関
係
な
く
一
律
に
１
万
３
０

０
０
円
を
要
求
し
て
い
ま
し

た
が
、
春
闘
回
答
で
は
評
価

Ｋ
４
と
Ｋ
５
は
０
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
本
給
改
定

額
も
評
価
Ｋ
４
は
ゼ
ロ
、
Ｋ

５
は
と
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て

い
ま
す
。
本
給
改
定
額
と
本

給
改
定
加
算
に
よ
る
配
分
は

下
表
の
通
り
賃
下
げ
も
あ
り

「
満
額
回
答
」
と
は
名
ば
か

り
で
、
賃
上
げ
額
が
大
き
い

ほ
ど
大
幅
な
格
差
が
生
じ
る

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
立
の
有
価
証
券
報
告
書

で
は
、
日
立
本
体
と
連
結
子

会
社
の
男
女
の
賃
金
の
差
異

が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

立
本
体
の
女
性
の
賃
金
の
男

性
比
は
、
全
従
業
員
で
66
・

４
％
、
無
期
雇
用
・
フ
ル
タ

イ
ム
従
業
員
で
66
・
７
％
、

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
従
業
員

は
55
・
３
％
と
大
き
な
格
差

が
あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
日

立
グ
ル
ー
プ
は
約
70
％
で
あ

る
の
に
対
し
て
海
外
日
立
グ

ル
ー
プ
は
約
90
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
女
性
の
賃
金
・
処

遇
の
向
上
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
の
必
要
条
件
で
す
。
生
涯

で
１
億
円
に
も
及
ぶ
男
女
の

賃
金
格
差
を
無
く
す
こ
と
が
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
カ
ギ
に

な
り
ま
す
。

２
０
２
４
年
８
月
30
日
の
日

立
の
株
価
は
３
５
７
２
円
（
１

年
前
は
１
９
０
６
円
）
、
時
価

総
額
は
16
兆
１
９
３
億
円
（
８

月
28
日
）
で
す
。
２
０
１
０
年

以
降
の
13
年
間
連
続
で
株
主
配

当
は
増
配
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
立
の
役
員
報
酬
の
合
計
は

62
兆
円
を
超
え
て
お
り
、
１
億

円
以
上
の
報
酬
を
得
て
い
る
役

員
の
人
数
34
人
は
国
内
企
業
で

最
多
で
す
。
海
外
で
戦
う
た
め

に
、
引
き
抜
き
な
ど
で
入
社
し

た
外
国
人
役
員
（
35
人
中
８
人
）

を
中
心
に
役
員
報
酬
が
海
外
水

準
に
合
わ
せ
て
高
騰
し
て
い
ま

す
。
日
立
の
役
員
報
酬
の
最
高

額
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
フ
ァ
キ

ン
執
行
役
専
務
の
９
億
６
０
０

万
円
、
小
島
啓
二
社
長
は
６
億

７
０
０
万
円
で
す
。
巨
額
の
利

益
は
、
内
部
留
保
・
株
主
配
当
・

役
員
報
酬
に
回
さ
れ
、
従
業
員

や
社
会
へ
の
還
元
は
極
め
て
不

十
分
で
す
。

非
正
規
労
働
者
の
不
安
は
「
収
入
」
「
雇
用
形
態
」

で
す
。
ま
た
、
正
規
労
働
者
は
「
勤
務
時
間
」
「
勤
務

日
数
」
が
多
い
こ
と
に
不
安
を
抱
え
て
い
ま
す
。
誰
も

が
安
心
し
て
働
き
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現

す
る
た
め
に
、
企
業
の
利
益
を
従
業
員
に
還
元
す
る
こ

と
で
賃
金
格
差
を
解
消
す
る
こ
と
が
、
必
要
で
す
。
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春闘・性別・雇用形態による差別を是正しよう

賃金格差を解消し仕事と暮らしに安心を
春
闘
で
の
「
満
額
回
答
」

賃
上
げ
額
が
多
い
ほ
ど
格
差
拡
大

日
本
で
大
き
な
男
女
賃
金
格
差

生
涯
で
１
億
円
に

株
主
と
役
員
に
手
厚
く

従
業
員
に
手
薄
い
還
元

賃
金
格
差
解
消
で

仕
事
と
暮
ら
し
に
安
心
を



厚
生
労
働
省
が
７
月
に

発
表
し
た
、
５
月
分
の
毎

月
勤
労
統
計
の
「
現
金
給

与
総
額
」
に
よ
る
と
、
春

闘
で
30
年
ぶ
り
と
も
い
わ

れ
る
上
昇
幅
を
見
せ
た
も

の
の
、
消
費
者
物
価
上
昇

率
を
引
い
た
「
実
質
賃
金
」

の
上
昇
率
は
前
年
比
「
マ

イ
ナ
ス
１
・
２
％
」
と
な

り
、
相
変
わ
ら
ず
賃
金
は

伸
び
て
い
な
い
こ
と
を
裏

付
け
る
形
と
な
っ
て
い
ま

す
。日

本
の
労
働

者
一
人
あ
た
り

の
実
質
賃
金
は
、

１
９
９
６
年
と

２
０
２
３
年
を

比
較
す
る
と
年

間
74
万
円
も
減
っ

て
い
ま
す
。

１
９
９
１
年

か
ら
２
０
２
２

年
に
か
け
て
、

ア
メ
リ
カ
は
１
・

４
８
倍
、
イ
ギ

リ
ス
は
１
・
４

６
倍
、
フ
ラ
ン
ス
は
１
・
３
３
倍
、

ド
イ
ツ
は
１
・
３
０
倍
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
日
本
は
１
・
０
３
倍

で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
主
要
国
の
中

で
唯
一
、
30
年
間
「
賃
金
が
上
が

ら
な
い
国
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

物
価
上
昇
に
見
合
う
賃
上
げ
が
い

よ
い
よ
待
っ
た
な
し
で
す
。

今
こ
そ
「
賃
金
が
上
が
る
国
」

に
す
る
こ
と
が
、
物
価
高
騰
か
ら

生
活
を
守
る
最
大
の
力
に
な
り
ま

す
。

女
性
管
理
職
を
増
や
し
た
方
が
良
い

日
立
の
２
０
２
３
年
度
の
有
価
証
券
報
告
書
に

よ
る
と
、
日
立
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
（
Ｈ
Ｓ
Ｔ
）
の
管
理
職
に
占
め
る
女
性
従
業

員
の
割
合
は
２
・
８
％
で
、
日
立
製
作
所
の
７
・

８
％
、
日
立
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
Ｈ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
）

の
７
・
４
％
に
比
べ
て
、
と
て
も
少
な
い
。
私
の

知
っ
て
い
る
人
の
中
に
は
、
と
て
も
優
秀
な
女
性

従
業
員
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
も
っ
と
管
理
職

に
登
用
し
た
方
が
良
い
と
思
う
。

（
日
立
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）

Ｄ
Ｅ
Ｉ
座
談
会

会
社
で
Ｄ
Ｅ
Ｉ
座
談
会
が
開
催
さ
れ
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
」
に
つ
い
て
１
時

間
討
議
し
ま
し
た
。
１
回
／
１
．
５
か
月
位
催
さ

れ
て
お
り
、
普
段
の
狭
い
範
囲
と
違
い
、
同
部
他

課
の
様
々
な
年
齢
層
の
方
と
の
間
で
全
く
予
想
し

て
い
な
い
話
の
展
開
に
な
り
つ
つ
も
、
全
般
的
に

参
考
に
な
り
ま
し
た
。
普
段
テ
レ
ワ
ー
ク
で
あ
る

こ
と
も
あ
り
、
と
て
も
良
い
試
み
だ
と
感
じ
ま
し

た
。

（
日
立
関
連
会
社
）

労
働
組
合
の
無
い
職
場
の
改
善
を

私
の
会
社
に
は
労
働
組
合
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
に
賃
金
制
度
・
評
価
制
度
が
不
明
確
で
す
。

50
歳
の
給
与
額
は
、
日
立
労
組
が
労
使
で
決
め
た

40
歳
以
上
の
年
齢
別
最
低
保
障
賃
金
を
下
回
っ
て

お
り
、
と
て
も
家
庭
を
持
て
る
賃
金
で
は
な
く
、

生
活
も
困
窮
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
13
年
程
間
総
合

職
研
修
員
の
ま
ま
で
、
２
０
１
９
年
に
説
明
も
な

し
に
基
幹
職
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
日
立
グ
ル
ー

プ
連
合
は
労
働
組
合
の
な
い
職
場
へ
の
改
善
の
取

組
み
と
と
も
に
組
合
を
作
っ
て
ほ
し
い
。

（
日
立
関
連
会
社
）

「
ぐ
る
み
選
挙
」
に
つ
い
て

企
業
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
く
「
ぐ
る
み
選
挙
」
、

企
業
の
従
業
員
が
も
つ
投
票
権
を
あ
て
に
で
き
、

投
票
数
が
勝
負
の
選
挙
で
は
有
利
に
戦
え
る
や
り

方
と
言
う
の
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
以
外
の
後
ろ
だ

て
を
持
た
な
い
候
補
者
が
常
に
不
利
に
な
り
つ
づ

け
て
し
ま
う
。
こ
の
や
り
方
は
一
方
的
す
ぎ
る
し
、

不
公
平
だ
と
思
う
。

（
茨
城
・
日
立
関
連
）

最
低
賃
金
時
給
１
５
０
０
円
を

10
月
に
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
、
茨
城
県
は
53

円
ア
ッ
プ
で
１
０
０
５
円
と
な
り
、
月
額
約
８
千

円
の
賃
上
げ
に
相
当
す
る
。
非
正
規
で
最
低
賃
金

に
近
い
賃
金
で
働
き
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
も
な
く
実

質
賃
金
は
下
落
し
て
い
る
身
と
し
て
は
無
条
件
の

賃
上
げ
で
あ
り
が
た
い
。
労
働
組
合
な
ど
が
要
求

し
て
い
る
最
低
賃
金
１
５
０
０
円
に
引
き
上
げ
が

実
現
で
き
れ
ば
大
幅
な
賃
金
の
底
上
げ
に
な
り
、

貧
困
の
解
消
に
も
道
が
開
け
「
人
間
ら
し
い
暮
ら

し
」
に
一
歩
前
進
す
る
。
是
非
実
現
し
て
ほ
し
い
。

（
茨
城
・
関
連
会
社
）

時
給
５
０
円
ア
ッ
プ
で
契
約
更
新
！

日
立
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
日
立
Ｂ
Ｓ
）

で
は
、
60
歳
以
降
の
再
雇
用
者
の
一
部
の
人
は
、

最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
伴
い
、
10
月
か
ら
労
働
契

約
書
が
更
新
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
元
々
の
月

給
が
低
く
、
全
国
最
賃
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
後
も
、

日
立
製
作
所
の
高
卒
初
任
給
の
18
万
７
０
０
０
円

よ
り
５
２
０
０
円
も
安
い
18
万
１
８
０
０
円
に
留

ま
っ
て
い
ま
す
。

（
日
立
Ｂ
Ｓ
）

－困ったらひとりで悩まず－

電機・情報ユニオンに相談

誰でも一人で入れる組合です。退

職勧奨･強要やパワハラなどお困りの

ことがあれば、一人で悩まずに、気

軽にご相談下さい。管理職の方も相

談ができます。

（本部）東京都品川区二葉2-20-8
染野ビル 2F

HP：http://www.denki-joho.jp
TEL：03-6421-5323

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
「
２
０
２
３
年
雇

用
見
通
し
」
で
注
目
さ
れ
た
の
が
、

日
本
の
最
低
賃
金
の
伸
び
率
が
大

き
く
見
劣
り
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

名
目
賃
金
、
実
質
賃
金
と
も
に
平

均
値
の
３
分
の
１
に
と
ど
ま
り
、

他
の
先
進
国
と
は
大
き
な
差
が
あ

り
ま
す
。

日
本
の
地
域
別

最
低
賃
金
は
、
最

高
の
東
京
が
１
１

６
３
円
で
、
最
下

位
の
秋
田
が
９
５

１
円
で
す
。
そ
の

地
域
間
格
差
は
年

収
38
万
１
６
０
０

円
（
１
８
０
０
時

間
で
計
算
）
に
も

な
り
ま
す
。

労
働
法
制
の
連

続
改
悪
に
よ
っ
て
、

非
正
規
労
働
者
が

年
々
増
加
し
、
労

働
者
の
約
４
割
が
非
正
規
と
い
う

異
常
な
労
働
実
態
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
非
正
規
労
働
者
の
72
％
が

年
収
２
０
０
万
円
未
満
で
す
（
２

０
２
０
年
「
労
働
力
調
査
」
）
。

物
価
の
値
上
げ
ラ
ッ
シ
ュ
の
も

と
で
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず

だ
れ
も
が
人
間
ら
し
く
働
け
る
労

働
条
件
を
保
障
し
、
労
働
者
全
体

の
賃
金
の
底
上
げ
と
な
る
最
低
賃

金
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
、

ま
す
ま
す
重
要
な
課
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。

最
低
賃
金
ア
ッ
プ
で

労
働
者
全
体
の
賃
金

の
底
上
げ
を


